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コロナの状況下におけるインフルエンザ予防接種に対する補助の拡充について 

 

令和４年９月２７日 

 
乳幼児のインフルエンザ予防接種費用への補助を拡充します！ 

 

 

 

 
 
 

 

〇 補助事業の概要 

今年度（令和４年度） 

補助対象者 

生後６か月から４歳（令和４年度中に５歳になる方）まで 

⇒新型コロナワクチンの接種対象外の方を対象に補助を

実施 

補助額 

１回当たり３，５００円（２回まで） 

⇒過去２年間はインフルエンザの流行がなかったため，乳

幼児では感染する者がほとんどおらず，免疫を持たない方

が多くいることから，より一層の接種率向上を図るため，

補助額を拡充（昨年度の補助額に１，０００円上乗せ） 

補助方法 
現物給付 

（市外医療機関で接種した場合は償還払い） 

実施期間 令和４年１０月１日から令和５年３月３１日まで 

 

〇 インフルエンザ予防接種の接種時期 

  １０月１日から接種が可能となりますので，接種を希望される方は，医療機

関へご予約の上，接種を受けてください。 
 
（参考）インフルエンザワクチンの供給量 

令和４年度のワクチン供給量は，過去最大（成人では約７，０４２万回分）と

なる見込み（令和４年９月５日厚生科学審議会資料『今シーズン（2022/23）の

季節性インフルエンザワクチンについて』） 
 
※ 実施に係る予算については９月議会に提案中 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行により，乳幼児の感染

や重症化などを防止するとともに，医療提供体制への負荷が増大することを回避

するため，新型コロナワクチンの接種の対象とならない生後６か月から４歳（令

和４年度中に５歳になる方）までのお子様を対象にインフルエンザ予防接種費用

への補助を拡充しますので，ぜひ，ご活用ください。 


